
フィリップ 1世の再婚問題とウルバヌス 2世

小崎閏

ウルパヌス 2世 (Urbanus II.)がローマ教皇に即位した1088年当時，教皇

庁の置かれていた情況は最悪に近く，逆に皇帝ハインリヒ 4世(Heinrich町.) 

は権勢の絶頂に達しつつあった。ローマは皇帝派及ぴ皇帝に擁立された対立教皇

クレメンス 3世(Clemens 困.)の支配するところとなっており，ウルパヌス

はノルマン人の支持を頼りに，南イタリアで事実上の亡命生活を余儀なくされて

いた1)。このような情勢の中でウルパヌスにとっての最重要課題は，帝国の教会

分離を終結させて教皇権威を確立することであった。そのためには教皇側の勢力

を結集してローマに帰還し，ここに安定的地歩を築くことが何より肝要であっ

た。またさらじ対皇帝政策の上からも、年来の懸案であるピザンツとの関係を改

善する必要があった。教皇グレゴリウス 7世(Gregorius唖.)とノルマン人支

配者ロベルト・ギスカルド (Roberto Guiscardo) の相継ぐ死 (1085年)に

よって、ピザンツとローマの双方に関係改善を図る気運が高まり，幾度か交渉が

重ねられた2)。しかし何と言ってもイタリアでの教皇ウルパヌスの立場は弱く，

ローマ教会内部においても改革路線を巡って様々な対立があって，決して一枚岩

ではなかった。リヨン大司教ユーグ・ド・ディー (Huguesde Die)やマルセ

イユのサン=ヴィクトル修道院長リシヤール (Richard de Marseilles) のよ

うな戦闘的グレゴリウス主義者がいる一方には，皇帝ハインリヒ 4世の名付け親

であるクリュニー修道院長ユーグ (Huguesde Cluny) や、モンテカッシー

ノ修道院長でグレゴリウス 7世の後継教皇となったヴィクトル 3世(Victor 

m. 1087年死)のように皇帝倶uとも交流のある穏健派がいた。そしてウルパヌ

ス2世はと言えば，グレゴリウス 7世の下ではドイツ担当の教皇遣外使節として

ユーグ・ド・ディーらに近い立場の人物と見られながら，ユーグとは激しく対立し

たヴイクトル 3世の強い推挙によって，その後継教皇に選出されたのであった3)。

このようにローマ教皇を取り巻く情勢が頗る不安定な折に，フランス国王の再

婚を巡ってローマ教会とフランス王権が真正面から衝突する事態が生じた。国王
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の結婚にまつわる極くありふれたスキャンダルが 一司教の問題とするところと

なったことから，教会改革主義者たちの恰好の攻撃対象となった。そして結果的

には. 1095年のクレルモン教会会議において，教皇ウルパヌスはフランス国王を

破門に処することになるが，言うまでもなく，この教会会議は十字軍の宣言を

以って歴史に深くその名を留めることになったものである。ウルパヌスが十字軍

というものを単なる一時の思いつきとして提唱したのではないとすれば，フラン

ス国王の破門と十字軍の宣言という 2つの事実の聞には，何らかの関連性が考え

られないだろうか。

以下では，フランス国王の再婚問題の経緯を辿りながら，これに対する教皇ウ

ルパヌスの対応をクレルモン教会会議の時点まで跡づけてみたい。それによっ

て，あるいは彼の十字軍構想を理解する一助が得られるかも知れない。

2 

1092年 5月，フランス国王フイリップ 1世 (Philippe 1.)は滞在先の

ツールで，アンジュー伯フルク (Foulques 1. Rechin) の妻ベルトラード

(Bertrade d巴 Montfort )を掠取しパリに連れ帰った。そしてこれと前後し

て，フィリップは妻である王妃ベルト (Berthede Frise) をモントルイユ城

に幽閉した4)。封建貴族が家臣の妻を，見かけ上誘拐あるいは強奪して，自己の

妻とするような結婚政略は必ずしも珍しいことではなかったが， しかし何にせよ

国王のスキャンダルであるだけに，当時にあっても世人の耳目をヲ|き波紋を投げ

かけた。肥満した王妃ベルトに愛想をつかした国王がベルトラードの色香に迷っ

たのか5)，それとも淫婦ベルトラードが権勢欲から国王を誘惑したのかへ真相

は定かでない。この時，国王フィリップは既に40歳を過ぎており，男子後継者と

しては11歳になるルイ(後の Louis VI. Gros)がただ 1人いるのみだった。

フィリップとベルトの聞には長らく子供が出来なかったが，奇蹟を起こす評判の

高かったソワソンの隠修士アルヌール (Arnoul de Soissons) による誕生祈

願の効あってか，結婚後 9年目にしてようやく産まれたのがルイであったの。

一方，アンジュー伯フルクの 3人目の妻であったベルトラードは，フルクとの聞

に3人の子供を産んでいた。国王フィリップとすれば，王位の確実な継承を実現

して王国の安定を図るためにも，ルイの他に男子の出生を強く望んでいたであろ

うことは容易に想像される。幼少より王子ルイと交際のあったシュジエール

(Suger de Saint-Denis)が証言しているように8).ヴェクサンを巡ってフラ

ンスと敵対していたイングランドのウィリアム 2世 (William 11. Rufus)が

- 2 -



鹿児島女子大学研究紀要 1989 Vol .10 No.1 

フランス王位の継承権を主張していた事情を考えれば，フィリップの願望はなお

さらのことであったに違いない。

ところでフイリップとしては，ベルトラードとの問に産まれるであろう子供た

ち一一事実3人産まれたーーが正当な相続権を主張し得るためには，彼らが嫡出

子として認められねばならず，それ故フィリップは，ベルトラードとの関係が教

会によって聖別された正式の結婚であることに強く執着した。そのため彼は王国

の全司教を召集し，厳粛かっ盛大に結婚式を執り行おうとした。ところがここで

ただ 1人，国王のこの結婚に疑義を唱える人物が現れた。シャルトル司教イヴ

(Yves de Chartres)である。

国王フイリップとアンジュー伯夫人ベルトラードとの結婚に対するイヴの疑義

は，彼がランス大司教レノー (Rainaudde Berlay) と国王自身に宛てて送っ

た2通の書簡からおよそ読み取ることができる針。それによると，国王と妻(ベ

ルト)との聞で合法的な離婚が行われたかどうか，また国王は彼が望んでいる女

性(ベルトラード)と合法的な結婚を行うことができるかどうか この 2点が

まず全体教会会議で裁定されなければならない。つまり，ベルトとの間で離婚が

成立していなければ，国王は重婚を犯すことになろうし，現にアンジュー伯の妻

であったベルトラードとの関係は姦通と見なされるであろう 10)。さらに結婚の儀

式についても. I使徒の権威と古来の慣習Jからすれば，国王の結婚を祝別する

権利を有するランス大司教が聖別者にして執行者，その同僚司教たちが補助者に

して協力者となる必要のあることをイヴは訴えた11)。これらの問題点が解決され

ない限り，イヴは国王とベルトラードの結婚に同意することができないと主張し

た。そしてそれは，シャルトル司教として国王に負う忠誠義務に背くものではな

く，逆に国王に対する最高度の忠誠に基づく行為であることを彼は付け加えた12)。

なおこの段階では明言を避けているが，イヴは国王の再婚を是認できない「内密

の理由」が他に存在することをほのめかしている13)。ここで言う「内密の理由」

とは，後の経緯から見て近親相姦の嫌疑であることは明白である。まさにこの点

こそが，国王の再婚についてイヴが拘るべき最も重大な障害に他ならなかった。

しかし国王はイヴのこれらの主張を無視し，結局，ベルトラードとの結婚はサ

ンリス司教ユルシオン (Ursionde Senlis)によって聖別された。その結果，

恐らくイヴ自身の手によって，この問題は教皇庁へ提訴された。それと前後し

て， 日時は特定できないが，イヴは国王の命を受けたシャルトル副伯ユーグ

(Hugues du Puiset) によって逮捕・投獄された14)。

ここでイヴ・ド・シャルトルの経歴について簡単に触れておく。 1040年頃ボー
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ヴェ地方に生まれたイヴはノルマンディーのル・ベック修道院に入札神学者とし

て名前の聞こえたランフランク (Lanfrancdu Bec)の教えを受けた。この時の

同僚には，後にカンタペリー大司教となるアンセルム (Anselmof Canterbury) 

がいた。その後，ピカルディーのネル教会参事会員を経て， 1078年頃，ボーヴェ

に新設されたサン=カンタン修道院の責任者(praeposi tus )に迎えられた。

1090年，シャルトルの聖職者と住民がイヴをシャルトル司教に選出したのは，サ

ン=カンタン修道院における彼の卓越した指導力と，教会法に関する彼の深い造

詣によるものであった。教皇ウルパヌスの書簡を通じて，その名声は教皇の耳に

まで達していたことが分かる15)。シャルトルにおけるイヴの前任司教ジョフロワ

( Geoffroy )は，シモニアを初めとする教会法規違反の廉で告発され， 1089年に

教皇により罷免されていた。しかしジョフロワを支持するサンスの首都大司教リ

シェ (Richerde Sens) は，これを地方教会に対する教皇庁の不当な干渉で

あるとして反発し，新たに選出された属司教のイヴを承認し聖別することを拒否

した。巳むなくイヴはイタリアまで赴き，カプアに滞在する教皇ウルパヌスより

直接聖別を受けねばならなかった。爾来，イヴは事あるごとにサンス大司教リ

シェとの乳際に遭遇することとなった。同時に，サンス大司教を中心とする伝統

的なフランス教会に対して，イヴは教会改革を標携するローマ教皇庁が打ち込ん

だ模のような存在であった。従って，イヴの発言はローマの代弁とも見なされる

ところとなったし，さらに後に，ローマ教皇とフランス国王とを和解させるべく

尽力するのも彼の役回りであった。

このような情況の中でイヴは教会法の整理を企て， 1091年から1095年にかけて

Decretumと Panormiaを相継いで完成させた16)。国王フィリップの再婚問題

は，イヴが教会法的論拠を以って結婚を考える上で恰好の素材を提供するもので

あって，恐らくこの問題に批判的に関与することを通じて，彼は結婚問題に関す

る当代の一大権威と目されるようになったのであろう 17)。

3 

シャルトル司教によって提起されたフランス国王の再婚問題は，こうしてロー

マ教皇ウルパヌス 2世の係わるところとなった。ウルパヌスが取った最初の措置

は，フランス王家と関係の深いヴイエンヌ大司教ギィ (Guy de Vienne) やラ

ンス大司教レノーを通じて，国王に翻意を促そうとするものであった。ランス大

司教及びその属司教たちに宛てた教皇書簡 (1092年10月27日付け)の中でウルパ

ヌスは，国王フイリップが「正義に逆らい，道理に背き，世俗法と教会法の提に
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違い，全カトリック教会の慣習に反して，不当にその妻を捨て，親族たる者の妻

を愛欲から自らの非道に繋いだJとして，その行為を断罪するとともに，ランス

大司教の属司教であるサンリス司教が. Iかの姦通者たちに司牧の祝福の手を置

いたことによって，この公然たる姦通の罪に同意を与え確認した」ことについ

て，ランス大司教を誼責した。その上で，ウルパヌスはランス大司教に対して，

速やかに国王に会つで注意を喚起し，国王がかかる罪業から身を引くように説得

することを指示し，合わせて，国王によって投獄されているイヴの釈放を迫るよ

う命じている 18)。教皇の命を受けて司教たちは国王と会談したが，結果は不首

尾に終わった。その後，ウルパヌスがこの問題にどのような対応を示したかは，

イヴが各方面に書き送った数通の書簡からごく断片的に知られるのみである。

元来，ローマ教皇庁とフランス王権の聞には，個々に対立点もあったが，概ね友

好的な協調関係が維持されてきた19)。ドイツの帝権とは勿論，イングランド王権と

も厳しい敵対関係にある教皇庁が，フランスとの提携を強めこそすれ，これを損な

うことによって得るべきものは，少なくとも現実政治的には何もなかった。まして

や， 1092年当時のウルパヌスはローマに入ることもできないまま，ノルマン人支配

下のカンパニアにあって，いわば亡命政権のごとき立場に追い込まれていたのであ

る。こうした事情の下に，ウルパヌスはフイリップの再婚問題が教皇庁とフランス

王権との政治的亀裂，ひいてはフランス王国の教会分離に発展することを危倶し，

事態を極力穏便に収拾する方向で努力したように見受けられる。他方，国王フイ

リップは，王立教会の色彩が依然漉厚なフランスの教会構造を変えかねない改革に

好意を示さなかったにしても2(J).教皇庁との全面的対決を望むはずもなかった。そ

れどころか，きして特異とも思われないこの結婚政略がなぜこれほど問題視される

のか，フイリップには納得できなかったに違いない。しかしながら，聖職者に対し

ては言うまでもなく，俗人の私的生活領域にまで踏み込んでその生活倫理の刷新を

強要しようとした教会の改革主義的方針の下では，フランス出身の教皇ウルパヌス

といえども，国王の公然たる姦通を黙認することはできなかったであろう。

イヴが教皇へ送った書簡から窺われるところでは，大半の司教が無関心かある

いは国王の意向に沿う中で，ひとりイヴのみ孤軍奮闘し圧迫されていた21)01093 

年中には，この問題に関する事態の進展は見られなかった。ところが，教皇を取

り巻く政治情勢が1093年秋に急変したのである。前年の秋以降，皇帝ハインリヒ

4世はトスカーナ女伯マチルダ (Matildacomitissa Tusciae) との戦闘で苦

戦を強いられていたが， 1093年には長子コンラート (Konrad)の謀反，反皇帝

同盟たるロンパルデイア都市同盟の結成という予期せぬ事態に直面して，皇帝は
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北イタリアにおけるその勢力を一挙に喪失した。当然，皇帝に支えられていた対

立教皇クレメンス 3世はローマから撤退せざるを得なかった。この間，南ドイツ

ではコンスタンツ司教ゲプハルト (Gebhard von Konstanz) の，そしてロ

レーヌではユーグ・ド・デイーの精力的な努力によって，グレゴリウス派の巻き

返しが着実に効を奏しつつあった22)。こうして1093年11月，難なくローマ入城を

果たすことのできたウルパヌスは，即位から 6年近く経ってようやく，ローマ教

皇として安定した力をイタリアに獲得した。そして，ローマに帰還したウルパヌ

スの随行者の中にはシャルトル司教イヴも含まれていたお)。イヴがどのような理

由で教皇のもとを訪れていたのか明瞭ではないが，教皇はこの時イヴから直接，

フィリップの再婚問題に関する交渉経過やフランス教会の現状を仔細に聞き得た

筈である。

ここに至って初めて，ウルパヌスはフランスの教会改革を推進するという課

題，就中国王の問題に本格的に対処できるようになった。その手始めの措置が，

1087年ヴイクトル 3世によって破門されていたリヨン大司教ユーグ・ド・ディー

をフランス担当(アキテーヌを除く全ガリア)の教皇遣外使節に復帰させること

であった24)。リヨン大司教はガリアの首座大司教(primas )の地位にあった

が，戦闘的グレゴリウス主義者を以って鳴るユーグを，教皇代理とも言える遣外

使節の職に復帰させねばならないほどに，フランス教会の状態はウルパヌスに

とって憂慮すべきものがあったのかも知れない。ユーグへ宛てた書簡 (1094年 5

月16日付け)の中でウルパヌスは. Iはびこる悪の芽を神の言葉の大鎌によって

刈り取ること」をユーグに期待している25)。ウルパヌスはユーグの行動力と改革

への情熱に信頼を寄せながらも，その一方で，妥協する途を知らないユーグが過

激な改革理念を掲げて独走することを恐れた。特に国王の問題に関しては. I平
和が維持され，交渉が一層容易に達成されるために，我々はランス大司教の助言

を受けるのがより有益であると判断した」として，この件がランス大司教レノー

の手に委ねられている事実を明らかにしたお)。つまり，この段階(1094年 5月)

でも教皇は，フランス国王に大きな影響力を持つレノーを通じてフイリップとの

交渉を進め，打開の道を探ろうとしていたのである。ウルパヌスの要求は突きつ

めてみれば，フィリップがベルトラードを放棄することの一点であり，そしてそ

れはフィリップの絶対に容認し得ない条件であった。

ところが，ここで新しい局面が出来した。日時は定かでないが，遅くとも1094

年6月以前，幽閉されていた国王の先妻ベルトが死亡した。そのため重婚の障害

が消失した国王は，ベルトラードとの結婚を再確認させ，同時に国王に対する反
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抗を繰り返すシャルトル司教イヴを裁判に付すため，同年 9月，ランスに王国の

司教を召集した。 3名の大司教(ランス・サンス・ツール)と 8名の司教がこれ

に応じたが，イヴは召喚状が彼の属する大司教管区(サンス)以外の司教たちか

ら送られたこと，国王が彼に護照を与えなかったこと等の理由を挙げて出頭を拒

否した27)。このランス会議の結果については何の記録も残っていないが，イヴが

口実を設けて出席しなかったことから見ても，これが教皇や遣外使節とは全く無

関係に，専ら国王とランス大司教の主導のもとに聞かれたことは疑いない。

一方，ベルトの死によって国王に対する攻撃材料を失うかに見えたイヴ及ぴ遣

外使節ユーグは，ベルトラードの夫であったアンジュー伯フルクと提携すること

で，別の角度から国王を批判する方途を見出した。フルクは度々教会と対立し

た。 1082年には，自分の兄弟シノン (Chinon) を投獄し，釈放を拒絶したこと

から，教会により破門されていた28)。ユーグは1094年6月，自らソミュールに赴

いて，獄中のシノンが完全に発狂していることを確認した上で，フルクの破門を

解除した。その際彼は，フルクが「遣外使節の助言を得ずしては再婚しない」と

の条件を付した29)。この条件の意味するところは勿論，国王のもとにいるベルト

ラードは依然フルクの妻であることを彼に認めさせたものに他ならない。次いで

ユーグは同年10月，プルゴーニュのオータンに教会会議を召集し，国王への反撃

に出た。 32名の司教と多数の修道院長が出席したと言われるオータン教会会議

は，皇帝ハインリヒ 4世と対立教皇クレメンス 3世の破門を更新するとともに，

フランス国王フイリップに対しでも敢然破門の宣告を下した。この会議について

簡単な記録を残している年代記作者ベルノルト (Bernoldvon St. -Blasien ) 

によると，フイリップ破門の理由は， I彼の妻の生存中に，さらに別の妻を持っ

た」ことによるものであった刻。フイリップは即刻教皇庁へ抗議したであろう。

ボーヴェ司教フルク (Foulques de Dammartin) に宛てた書簡の中でイヴ

は，国王使節が教皇のもとを去った後に，教皇が国王問題に関してイヴに書簡を

送った事実を述べている制。この使節はオータン会議の直後にローマへ派遣され

たものかも知れない。イヴに送られた教皇書簡が現存しないため，その内容は知

る由もないが，あるいは教皇はこれらの使者に，翌年北イタリアで開催を予定し

ている教会会議に，国王自身が出席して弁明するように伝えたことも考えられる。

フランス国王を破門するという極めて重大な決定に対して，教皇ウルパヌスの

意志は果たしてどの程度関与していたのであろうか。少なくとも，ウルパヌスは

オータン会議における破門の決定を 1度も確認していない。さらに翌1095年 3月

初め，北イタリアのピアチェンツァで開催される教会会議でも，ウルパヌスは国
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王問題の処理を先送りしたこと等から考えると，オータンの決定はウルパヌスに

とっても驚きであったに違いない。

ピアチェンツァ教会会議は，イタリアに安定的地歩を固めたウルパヌスが，教

会改革の推進と皇帝ハインリヒを初めとする離教者たちの断罪を目的として聞い

たもので，即位以来最初の全体教会会議であった。年代記作者ベルノルトによれ

ば，教皇の召集に応じて，イタリア・プルゴーニュ・フランス・アレマンニア・

パヴアリアその他の諸国から 4千人近くの聖職者と約 3万人の俗人が参集したた

め，会場を野外に設けねばならなかったほど大規模な集会となった。ベルノルト

が伝える数字はともかくとして，このピアチェンツァ教会会議は皇帝とその一党

に対する明らかな勝利宣言の場に他ならなかった32)。ウルパヌスにとって甚だ重

要な意義を持つこの集会に，リヨン大司教ユーグは出席しなかった。ベルノルト

は，ユーグが召集を受けたにもかかわらず欠席し， しかも釈明を伝える使者を送

らなかったことから，その職を解任されたと証言しているが，この点に関しては

大いに疑問が残るお)。しかし リヨン大司教に近かった年代記作者ユーグ・ド・

フラヴィニー (Huguesde Flavigny) はピアチェンツァ会議について一言も

触れておらず，また大司教ユーグは， 4月4日から 6月22日にかけて，サンチア

ゴ・デ・コンポステラへ巡礼に出かけているところから見て34)，リヨン大司教は

事実ピアチェンツァには行かなかったのであろう。いずれにしても，一修道士に

過ぎないベルノルトの眼にも，教皇ウルパヌスとリヨン大司教ユーグの聞に存す

る劃蹄が認められたのであろう。

他方，フランス国王フィリップはこの会議に使節を派遣し一一本来は国王自身

が出席する意志のあったことを述べさせている一一，先のオータン会議の決定の

不当を訴えた。しかし，教皇はここでもこの問題に対する明確な態度を示さず，

決定を来る聖霊降臨節(5月13日)まで延期した35)。ローマ教皇の威光を全キリ

スト教世界に印象づける効果を持ったピアチェンツァ教会会議36)においても，ウ

ルパヌスはなおフランス国王との絶縁を決断しかねたのである。これらの事実を

考慮すれば，前年のオータンでのフイリップ破門という決定は，ウルパヌスの意

向とは係わりなく，ユーグの独断によって行われた可能性が一層強くなる。

ウルパヌスがフランス国王との対決をここまで跨賠きぜるを得なかった事情は

いったい何か。まず第 1には，教皇の主敵はあくまで皇帝であったことや，フイ

リップ自身は教皇と争う意志を全く持っていなかったことが挙げられるであろ

う。しかしそれらにも増して，ウルパヌスの大きな関心はピザンツにあったと考

えられる。ベルノルトによれば，ピアチェンツァにはピザンツ皇帝より派遣され
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た使節が訪れ，彼らの切迫した窮状を訴えた。即ち彼らは，今やコンスタンチ

ノープルの城壁間近に迫った異教徒から聖教会を防衛するため，教皇及ぴ全信徒

に救援を求めた。これに応えてウルパヌスは，異教徒に対抗しているピザンツ皇

帝を援助するよう，会議参加者に呼びかけたと言われる37)。これより 8ヵ月後に

クレルモンでウルパヌスが提唱することになる十字軍の訴えは，ある程度ピア

チェンツァで表明された可能性がある。ウルパヌスがここでピザンツ援助ないし

東方教会の救済を実際に言明したとすれば，あるいは少なくともそのような構想

を抱いていたとすれば，その際に教皇が頼ることのできた勢力は，南イタリアの

ノルマン人とフランス人以外にはなかった。しかしノルマン人は，過去に度々ピ

ザンツを攻略したことから，ピザンツ人の憎悪の的となっており，ピザンツ支援

には適当でなかった38)。またスペイン人についても，イベリア半島における対異

教徒戦を推奨したウルパヌスは，彼らがイベリアを離れてオリエントに出征する

ことを決して認めなかった39)。それ故，ピザンツ救援から必然的に聖地回復へと

進展していく東方遠征計画を実現し得る力として，ウルパヌスはフランス人騎士

に期待を寄せる以外になかったであろう。その場合，いかに現実の国王権力が弱

体であるとはいえ，相争い合う雑多な諸侯を糾合して遠征軍を組織する上で，最

も有効に機能し得る統率力はやはり国王という存在であった。

いずれにしても，ウルパヌスのピアチェンツァにおける東方遠征の訴えは一一

実際に行われたとすれば一一何の反響も惹き起こさなかった。恐らくこの時の経

験があったればこそ， 8ヵ月後のクレルモン教会会議で十字軍を呼びかけるに際

して，ウルパヌスは周到な根回しと細心の演出効果を以って臨んだのである。そ

してそれは大成功を収めた。

4 

ピアチェンツァ教会会議(3月第 1週)の後，ウルパヌスはローマには婦らず，

ピアチェンツァに約 1ヵ月留まり，さらにロンパルデイア各地を巡歴した40)0 6 

月27日のアスティから 8月5日のヴァランスまでの 1ヵ月余，教皇の足跡は記録

上見出せない41)。この聞に彼は，恐らくアルプスを越えてガリアに入り 42)，そし

て8月15日にル・ピュイからクレルモン教会会議の召集状を発した43)。召集状は

聖職者の.みならず俗人諸侯の会議参加を求めていることから見て，教皇はこの時

には間違いなく， r東方諸教会を解放するJための遠征軍派遣を意図していた制。

ル・ピュイ司教アデマール (Adhemarde Monteil)はエルサレム巡礼の経験

があった45)。彼とともに十字軍の最高司令官に任命されるツールーズ伯レーモン
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(Raymond de Saint-Gilles) は，明らかに彼の知己であった46)。次に教皇が

訪れたラ・シェーズ=デューでは クレルモン司教デュラン(Durand )が教皇

を出迎えた。彼は以前当地の修道院長であって，彼もまたレーモンをよく知って

いた。レーモンはラ・シェーズ=デュー修道院に伯領を寄進している47)。恐らく

教皇ウルパヌスはル・ピュイ司教とクレルモン司教を通じて，ツールーズ伯レー

モンという人物の中に，十字軍遠征を実際に行い得る世俗諸侯を見出したと思わ

れる。レーモンはこの当時，ラングドックの13伯領を治める南フランス随一の有

力領主であった48)。ウルパヌスの次の作業はレーモンを説得することであったろ

う。ラ・シェーズ=デューから一路南へ向かった教皇は， レーモンの本拠地であ

るニームとサン=ジルを訪れ，サン=ジルでは 9月初めの 1週間を過ごした49)。

ガリア巡歴の過程で，教皇が 1ヵ所の地に 1週間も滞在したのは，かつて彼が副

院長を務めたクリュニーと教会会議が開催された場所を別にすれば，極めて異例

であった。サン=ジル滞在中にウルパヌスがレーモンに直接会ったという確証は

ないが，両者の間で十字軍について了解がなされていたことは明瞭である。それ

はクレルモン教会会議直後のレーモンの行動から推察される。会議最終日にウル

パヌスは十字軍を勧説するが，年代記作者ボドリ (Baudri de Dol) によれ

ば，その翌日，レーモンの使者がクレルモンに来て， レーモンには十字軍に参加

する用意のあることを伝えたのである刷。

一方，ピアチェンチァで教皇の理解を得ることのできなかった国王フイリップ

は，新たな対応を迫られた。ピアチェンツァ会議からクレルモン会議までの聞に

国王が取った行動は，僅かに現存する 2通の国王証書から知られるだけである。

その中の 1通は， 6月14日にモン=ノートルダムにおいて，クシィ領主の求めに

より，ノジャンのノートルダム修道院へなされた寄進を確認した証書である51)。

これには，ランス大司教とラン・ノワイヨン・ソワソン・サンリスの各司教ほか

の副署がなされている。彼ら以外にも，サンスとツールの両大司教及びその属司

教たちがこの地に集まっていたことが考えられる52)。つまり国王はベルトラード

との関係について，これら王国の高位聖職者と改めて協議し，そして彼らの承認

と支持を取りつけたのである。

もう一通の証書は， 5月23日以後にオーヴェルニュのモザックにおいて，オー

ヴェルニュ伯とその子の求めにより，モザック修道院のクリュニーへの帰属を確

認したものである53)。この証書には奇妙にも，国王の署名とともに，遣外使節

ユーグやブルゴーニュ公ウード (Eudes 1. de Bourgogne) などの副署が添

えられている。国王フィリップは自らクレルモン近郊のモザックへ来て，遣外使
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節ユーグと会見したのである。ユーグがコンポステラ巡礼から戻ったのは 6月22

日であるから，両者の会見は当然、それ以後のことでなければならない。また，国

王自身が王領から遠隔のクレルモン近く (モザックはクレルモンの北14励に位置

する)までわざわざ出かけるというのは，クレルモン教会会議に出席するためで

あったとしか考えられない。そうであれば このモザ 7ク会談はクレルモン会議

の直前に行われたと推測せざるを得ない。

これらの事実から見て，国王フィリップには教皇と全面的に争う意志は全くな

く，ベルトラードとの結婚問題についても，教皇との問で妥協点が見出せると予

想していたのであろう。しかし教皇は国王とは直接会わず，遣外使節のユーグを

会見させた。ツールーズ伯レーモンが最高司令官として十字軍に遠征するとの確

約を得た教皇は，もはやフイリップに期待をかける必要は薄くなっていた。その

ため教皇は，クレルモン教会会議に極めて強い態度で臨むことができた。教会改

革と神の平和の推進を聖俗両界に訴えねばならない立場の教皇が54)，既に 3年を

経過した国王問題をこれ以上長引かせることは，もはや不可能であったろう。こ

こに至って，教皇ウルパヌスはフランス国王の破門を宣告した55)。破門の理由は

必ずしも明確ではない。後年，シャルトル司教イヴがランス大司教ラウール

(Raoul le Vert) に送った書簡によると，かつてベルトラードの夫であったア

ンジュー伯フルクは，クレルモンに使者を派遣し，彼から妻を奪った国王を教皇

に告訴した。この時，使者は国王と伯との聞の親等を算え， 2人が親族であるこ

とを証明した56)。当時の通念からすれば，国王と伯が親族であるならば，伯の妻

であったベルトラードと国王との関係は近親相姦と考えられた。その結果， I近
親相姦を犯したことが確認され，国王はクレルモン教会会議において教皇ウルパ

ヌス現下より破門された。J57) またフルクの本拠地であったアンジェのサン=ト

パン教会の年代記にも， I近親相姦と姦通の罪の故に」フィリップは破門され

た， との記録が見えるところから58)，少なくともフルクの側は，近親相姦を訴因

に挙げて国王を攻撃しようとしたことが推察される。そしてフルクにそのような

示唆を与えたのは，シャルトル司教イヴであったのかも知れない59)。

結局，ウルパヌスはフィリップを破門したことにより， 1人の君主も当てにす

ることなく十字軍を宣言せざるを得なかった。ピアチェンツァでピザンツ使節と

遠征軍の派遣を検討した時教皇の念頭にあったのは フランス国王を中心とし

たフランス騎士軍の編成であったと思われる。しかしついに，ウルパヌスはフイ

リップの譲歩を引き出すことができなかった。フィリップは死ぬまでベルトラー

ドを放棄しなかった。
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